
と  き 令和２年１２月２２日（火）　午後１時15分

ところ 五泉市役所　５階　第２委員会室

令和２年度

第２回五泉市国民健康保険運営協議会議案書



第２回五泉市国民健康保険運営協議会議事日程 

 

１．開  会 

 

２．あいさつ  羽下会長 

        伊藤市長 

 

３．議  事 

  日程第１   

会議録署名委員の指名 

 

日程第２  報告第３号 

五泉市国民健康保険条例等の一部改正について 

 

  日程第３  議第２号 

   令和３年度五泉市国民健康保険税の税率等について 

 

４．そ の 他 

 

５．閉  会 



報告第 ３ 号 

 

 

 

 

五泉市国民健康保険条例等の一部改正について 



五泉市国民健康保険条例等の一部改正について 

 

１．五泉市国民健康保険条例の一部改正(五泉市議会９月定例会) 

○議第 75号 五泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

(制定内容) 

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがある被用者に傷病手当金の適

用期間を延長するもの 

 

(1)内容 

条 項 趣 旨 （ 概 要 ） 

附 則 

関 係 

適用期間の延長について規定するもの。 

令和２年９月 30日を令和２年 12月 31日に改める 

附 則 
条例の施行期日について規定するもの。 

公布の日から施行する。 

 

(2)新旧対照表 

参考資料Ｐ１のとおり 

 

 

２．五泉市国民健康保険条例の一部改正(五泉市議会 12月定例会) 

○議第 93号 五泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

(制定内容) 

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがある被用者に傷病手当金の適

用期間を延長するもの 

 

(1)内容 

条 項 趣 旨 （ 概 要 ） 

附 則 

関 係 

適用期間の延長について規定するもの。 

令和２年 12月 31日を令和３年３月 31日に改める 

附 則 
条例の施行期日について規定するもの。 

公布の日から施行する。 

 

(2)新旧対照表 

参考資料Ｐ１のとおり 

 



３．五泉市国民健康保険税条例の一部改正(五泉市議会 12月定例会) 

○議第 94号 五泉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

(制定内容) 

地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い，国民健康保険税の軽減の規

定を改定するもの。 

 

(1)内容 

条 項 趣 旨 （ 概 要 ） 

第 15条 

関係 

基礎控除額を現行の 33万円より 43万円に引き上げるもの。 

また、７割、５割及び２割軽減の軽減判定所得の算定方法を変更するもの。 

○前年中の世帯（国保加入者（国保に加入していない方も含む）と世帯主）

の所得 

【７割軽減の対象】 

（改正前） 

 「基礎控除額（33万円）」以下のとき 

（改正後） 

 「基礎控除額（43万円）＋10万円×(給与所得者等の数―１)」以下のと

き 

【５割軽減の対象】 

（改正前） 

 「基礎控除額（33万円）＋28万５千円×被保険者数」以下のとき 

（改正後） 

 「基礎控除額（43 万円）＋28 万５千円×被保険者数＋10 万円×(給与所

得者等の数―１)」以下のとき 

【２割軽減の対象】 

（改正前） 

 「基礎控除額（33万円）＋52万円×被保険者数」以下のとき 

（改正後） 

 「基礎控除額（43 万円）＋52 万円×被保険者数＋10 万円×(給与所得者

等の数―１)」以下のとき 

附則 

第５項 

関係 

軽減判定所得基準の見直しに伴う規定の整備 

附 則 

条例の施行期日及び適用区分を規定するもの 

第 15条及び附則第５項の規定は、令和３年１月１日から施行する。 

令和３年度以後の国民健康保険税から適用する。 

(2)新旧対照表 

参考資料Ｐ２～４のとおり 



議第 ２ 号 

 

 

 

 

令和３年度五泉市国民健康保険税の税率等について 



１　医療給付費分

令和２年度 令和３年度

所得割率 8.39% 8.39%

均等割額（個人割） 20,800円 20,800円

平等割額（世帯割） 27,100円 27,100円

２　後期高齢者支援金分

令和２年度 令和３年度

所得割率 2.83% 2.83%

均等割額（個人割） 11,800円 11,800円

３　介護納付金分

令和２年度 令和３年度

所得割率 2.56% 2.56%

均等割額（個人割） 13,700円 13,700円

令和３年度五泉市国民健康保険税の税率等について

　　令和３年度の国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金分並びに

　介護納付金分の税率及び額は下記のとおり据え置くものとする。


